
第２５期  第２回 農業委員会総会審議結果 

審 議 事 項 

議 案 第 １号  農地所有適格法人要件の確認について 

※農地所有適格法人要件確認書は別紙１

議 案 第 ２号  農地等の利用の最適化の推進に関する指針の策定について 

苫小牧市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」（案）別紙 2 

その他

（１） 農業経営基盤強化促進法第 18条第 1項の規定による農用地利用集積計画の変更について 

① 整理番号 R5-13   

利用権の設定を受ける者 ■■郡■■町字■■■■■番地■■ 

合同会社 ■■■■■■■■ 代表社員 ■■ ■■  

利用権の設定をする者  ■■■市字■■■■■番地 ■■ ■■     

利用権を設定する土地 

変 更 前 変 更 後 

苫小牧市字樽前

96番 18     1,783 ㎡ 

310 番 7         757 ㎡ 

310 番 8         432 ㎡ 

312 番 1       8,204 ㎡ 

316 番の内     3,941 ㎡ 

318 番        17,497 ㎡ 

320 番 3         763 ㎡ 

366 番 37        258 ㎡ 

(合計 33,635 ㎡） 

苫小牧市字樽前 

96 番 18     1,783 ㎡ 

316 番の内     3,941 ㎡ 

318 番        17,497 ㎡ 

320 番 3         763 ㎡ 

366 番 37        258 ㎡ 

          (合計 24,242 ㎡） 

開 催 日 時 令和５年８月２５日（金曜日） 午後１時３０分～午後２時００分 

開 催 場 所  苫小牧市役所第二庁舎２階 北会議室 

出 席 農 業 委 員 
寒河江 一富 今 泉  宏 治 早 勢  光 明 野村 真理子 

計７名 
嶺 野  眞 弓 堀  勝 中 岡  亮 太  

欠 席 委 員      

農地所有適格法人名 

確 認 要 件 

法人形態 

要 件 

事 業 

要 件 

構成員 

要 件 

業務執行 

役員要件 

農作業 

従事要件 

（有）■■■■■■■■■ ○適  ・ 否 ○適  ・ 否 ○適  ・ 否 ○適  ・ 否 ○適  ・ 否 

審議結果 原案可決 

審議結果 原案可決 



借 賃          （変更前）■■■■■円/年（■■■円/10a） 

（変更後）■■■■■円/年（■■■円/10a） 

利用権の設定期間  令和 3年 8月 1日～令和 8年 3月 31日 

利用権設定の内容  賃貸借権 

変更理由        貸借地の一部を合意解約した事による変更 

②整理番号 R5-15（H27 年度第 1号、R元年度第 3号、R2 年度第 21号 R3年度 8号、 

R5 年度 3号に変更）

  利用権の設定を受ける者  ■■■市字■■■■番地の■  ■■■ ■■ 

  利用権の設定をする者    ■■■市字■■■■番地  ■■  ■■ 

  利用権を設定する土地 

変更前 変更後 

苫小牧市字美沢 

57 番 3     21,486 ㎡ 

57 番 6     49,514 ㎡ 

58 番 1    105,101 ㎡ 

58 番 7        61 ㎡ 

98 番        32,138 ㎡ 

  101 番 2       23,516 ㎡ 

 101 番 131     18,430 ㎡ 

（合計 250,246 ㎡） 

苫小牧市字美沢 

57 番 3      21,486 ㎡ 

57 番 6       49,514 ㎡ 

  101 番 2      23,516 ㎡ 

（合計 94,516 ㎡） 

借 賃            （変更前）■■■■■■■円/年(■■■■円/10a） 

(変更後）  ■■■■■■円/年(■■■■円/10a） 

利用権の設定期間  平成 27 年 6月 1日～令和 7年 5月 31 日 

利用権設定の内容  賃貸借権 

変更理由        貸借地の一部を合意解約した事による変更 

（２）農地法第 5条の規程による一時転用事業の完了について 

許 可 番 号  令和 4年 8月 3日付 苫農委第 3号指令 

土地の貸主  苫小牧市字■■■■■番地 ■■ ■■ 外 2名 

土地の借主  苫小牧市字■■■■■■番地の■■■   

         ■■■■株式会社 代表取締役 ■■ ■ 

土地の所在  苫小牧市字樽前 141番 1 の内 外 3筆  37,895 ㎡ 

転用の目的  砂利採取 

    事業の期間  令和 4年 8月 3日～令和 5年 8月 2日 

    完了年月日  令和 5年 7月 25 日 

    完了の確認  令和 5年 8月 10 日 

（3）第 3 回農業委員会総会の開催について 

   9 月 28日（木）午後 1時 30 分からの開催予定 



別紙1

■■■■合同会社

■■市■■■■番地の■■

令和4年8月29日 令和5年8月25日

令和4年7月20日 令和5年7月18日

14.4 14.4

87.5（苫20） 120（苫20）

合同会社 合同会社

適　・　否 適　・　否

事業 小麦、大豆、ブロッコリー他 小麦、大豆、ブロッコリー他

の

種類

適　・　否 適　・　否

2人（１00） 2人（１00）

①

② 2人（１00） 2人（１00）

③

④

⑤

⑦

適　・　否 適　・　否

2人 2人

⑧ 2人 2人

⑨ 2人 2人

有　・　無 有　・　無

適　・　否 適　・　否

〇R2年12月法人設立
によりR3年4月からR4年
3月決算

農
業
・
農
作
業
従
事
の
状
況

構

成

員

数

(⑨が「0人」の場合）
農業に常時従事し、かつ、農作業
に従事する重要な使用人の有無

うち農業に常時従事する
構成員数

うち農業に常時従事し、かつ
農作業に従事する者の数

要  件  の  適  否

要  件  の  適  否

総　　　　　　　　数

農地提供者

農作業委託者

（投資円滑化法第10条）
⑥

承認会社

議決権の状況

そ の 他 事 業 名

法　　人　　形　　態

要  件  の  適  否

前  々  回  報  告

前    回   報    告

農業常時従事者

（うち市町村･農業協同組合系統
の有する議決権）

①～⑥以外の者

市町村･農業協同組合等

理  事  等  の 総  数

農地所有適格法人要件確認書

報　告　受　理　日

前  々  回  報  告

前    回   報    告

報                 告

要件を満たさなくなるおそれがある事実
関係（勧告した場合には、翌年に是正状
況等を記載する）

備              考

記載年月日（総会承認日）

田

畑

採草放牧地

経営面積
（ha）

合                 計

要  件  の  適  否

農地中間管理機構

法人の名称：

農

業

そ
の
他
事
業

売
上
高

（
円

）

主たる事務所の所在地：

農  畜  産  物  名

関 連 事 業 等 名

報                 告

合                 計

（　　　　　　）（　　　　　　）（　　　　　　）



別紙 2 

苫小牧市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」(案) 

令和５年８月２７日 

苫小牧市農業委員会 

第１ 基本的な考え方 

  農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号。以下｢法｣という。）の改正法が

平成２８年４月１日に施行され、農業委員会においては「農地等の利用の最適化の推進」

が最も重要な必須事務として、明確に位置づけられた。

  本市の農業は、酪農・畜産中心に展開してきたが、農家数が減少傾向にあるため、経営

の改善、発展に意欲的に取り組み、担い手の確保・育成を図ることが必要であり、また、

今後、遊休農地の発生が懸念され、その発生防止・解消、さらには担い手への農地利用の

集積･集約化などに、より取り組んでいく必要がある。

以上のような観点から、地域の強みを活かしながら、活力ある農業を築くため、農業委

員会等に関する法律第７条第１項に基づき、農業委員と農地利用最適化推進委員（以下「推

進委員」という。）が連携し、担当地区ごとの活動を通じて「農地等の利用の最適化」が

一体的に進んでいくよう、苫小牧市農業委員会の指針として、具体的な目標と推進方法、

及び目標の達成状況に対する評価方法等を以下のとおり定める。

なお、この指針は、令和８年３月までの目標達成に向けた計画とし、農業委員と推進委

員の改選期である３年ごとの検証･見直しを行う。

また、単年度の具体的な活動については、「農業委員会による最適化活動の推進等につ

いて」（令和４年２月２日付け３経営第２５８４号農林水産省経営局長通知）に基づく「目

標及びその達成に向けた活動計画」のとおりとする。

第２ 具体的な目標、と推進方法及び評価方法 

１ 遊休農地の発生防止・解消について 

（１） 遊休農地の解消目標 

管内の農地面積（Ａ） 遊休農地面積（Ｂ） 遊休農地面積の割合（B/A）

現 状 

（令和５年３月） 
１,２４０.０ha     ０ha ０％ 

目   標 

（令和８年３月） 
１,２４０.０ha     ０ha ０％ 

 ※農地面積は、耕地及び作付面積統計による耕地面積 

【目標設定の考え方】 

   本市の遊休農地は現状「ゼロ」であるが、本指針の目標設定期間である令和８年３月

まで「ゼロ」を維持すべき目標値としている。 



（２） 遊休農地の発生防止・解消の具体的な推進方法 

 ① 農地の利用状況調査と利用意向調査の実施について

  ア 農業委員と推進委員による農地の利用状況調査と利用意向調査を実施し、遊休農

地と遊休化のおそれのある農地を把握する。

  イ 利用意向調査の結果を踏まえ、農地利用の意向を勘案し、農地の利用の増進が図

れるよう利用関係の調整を行う。

  ウ 利用状況と意向調査の結果は、速やかに「農業委員会サポートシステム」に反映

し、農地台帳の記録の確保と公表の迅速化を図る。

 ② 農地中間管理機構等との連携について

    利用意向調査の結果から遊休農地所有者の意向や希望を把握し、農地中間管理機

構や関係機関などとの連携や認定農業者や農地所有適格法人などの担い手の協力

により遊休農地の解消を目指す。

 ③ 非農地の判断について

    利用状況調査などの結果により、再生利用が困難と区分された農地については、

現況に応じて速やかに「非農地の判断」を行い、利用可能な農地を明確化する。

（３） 遊休農地の発生防止・解消の評価方法 

   遊休農地の発生防止・解消の進捗状況は、遊休農地の割合により評価する。 

   単年度の評価については、「農業委員会による最適化活動の推進等について」に基づ 

く「農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表」のとお 

りとする。 

２ 担い手への農地利用の集積・集約化について 

（１） 担い手への農地利用集積目標 

 管内の農地面積（Ａ） 集積面積（Ｂ） 集積率（B/A） 

現 状 

（令和５年３月） 
１,２４０.０ha ８６９．３ha ７０．１％ 

目   標 

（令和８年３月） 
１,２４０.０ha ９９９．４ha ８０．６％ 

※農地面積は、耕地及び作付面積統計による耕地面積 

【目標設定の考え方】 

   「農業委員会による最適化活動の推進等について」（R4.2.2 局長通知）により、都道

府県が定めた目標を農地の集積に係る目標として設定することとされており、北海道で

は令和 12 年までに担い手への集積率 95％を目指していることから、本指針は目標設定

期間までに達成すべき目標値としている。



（２） 担い手への農地利用の集積・集約化に向けた具体的な推進方法

 ① 「地域計画」の作成・見直しについて

    地域ごとに人と農地の問題を解決するため、１０年後の農業の在り方と農地利用

の将来像を描く「地域計画」の作成と見直しに主体的に取り組む。

 ② 農地中間管理機構等との連携について

    本農業委員会は、市農業水産振興課や農地中間管理機構などとの連携を図り、農

地の出し手と受け手の意向の把握などの情報収集体制を整え、農地中間管理機構を

中核とした活用を検討するなど、農地の出し手と受け手の意向を踏まえたマッチン

グを行う。

 ③ 農地の利用調整と利用権設定について

   ア 地域の農地利用の状況を踏まえ、担い手への集積が進んでいる地域では、担い

手の意向を踏まえた農地の集約化のための利用調整・交換と利用権の再設定を推

進する。

   イ 受け手が少ない又は受け手がいない地域では、農地中間管理機構による基盤整

備事業の活用と併せて営農の組織化・法人化、新規参入の受け入れを推進するな

ど、地域性に応じた取り組みを推進する。

 ④ 担い手の育成について

   農地の受け手となる担い手の確保が重要であることから、担い手の経営改善の取り

組みが円滑に推進できるよう支援する。

（３） 担い手への農地利用の集積・集約化の評価方法

   担い手への農地利用の集積・集約化の進捗状況は、農地の集積率により評価する。

   単年度の評価については、「農業委員会による最適化活動の推進等について」に基

づく「農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表」の

とおりとする。

３ 新規参入の促進について 

（１） 新規参入の促進目標 

 新規参入者数 新規参入者取得面積 

現 状（令和５年３月） ２経営体 ３．８ha

目 標（令和８年３月） ３経営体   ３．０ha 

  【目標設定の考え方】 

   新規参入については、令和４年度は２経営体の参入があったが、現状を踏まえ、少な

くとも年間１経営体の新規参入を目標値とする。 

（２） 新規参入の促進に向けた具体的な推進方法 

① 関係機関との連携について



    本農業委員会は、市農業水産振興課、農地中間管理機構、農業委員会ネットワー

ク機構など関係機関と連携し、農地の借り入れ意向のある認定農業者及び参入希望

者を把握し、必要に応じて現地見学や相談会を実施する。

② 企業参入の推進について

    担い手が不足している地域では、企業の農業参入も地域の担い手確保の有効な手

段であることから、農地中間管理機構も活用して、企業の参入の検討を図る。

③ 農業委員会のフォローアップ体制について

 新規就農者が担い手として継続して営農していくためには、就農段階から一貫

して支援していくことが重要であることから、農業委員、推進委員、関係機関、

認定農業者などと連携して、フォローアップ体制を構築する。

（３） 新規参入の促進の評価方法

   新規参入の促進の進捗状況は、新規参入者の数により評価する。

   新年度の評価については、「農業委員会による最適化活動の推進等について」に基

づく「農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表」の

とおりとする。

第３ 「地域計画」の目標を達成するための役割 

  苫小牧市において作成する「地域計画」に基づき、農地を効率的かつ総合的に利用して 

いくため、苫小牧市農業委員会は次の役割を担っていく。 

  ・日常的な農地の見守りによる農地の適正利用の確認 

  ・農業者の意向把握 

  ・担い手への農地の利用調整及びマッチング 

  ・農地中間管理事業の活用への働きかけ 

  ・「地域計画」の定期的な見直しへの協力 


